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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技盤と、前記遊技領域のほぼ中央部に固
定され、遊技に係る演出図柄を表示可能な表示画面の周辺を装飾する装飾部材と、前記装
飾部材に形成される内側ガイド面との間に、前記遊技領域内に発射された右打ち遊技球を
前記遊技領域の右領域に導く右打ち経路を形成する外側ガイドレールと、前記右打ち経路
に設けられる勢い減殺経路と、前記勢い減殺経路に設けられ前記右打ち経路を移動する右
打ち遊技球を受けることにより右打ち遊技球の勢いを減殺する緩衝部材と、前記遊技領域
を目視可能に前記遊技領域の前面を覆うガラス板とを備えた遊技機において、
　前記緩衝部材の下方近傍に、前記右打ち経路のうち前記勢い減殺経路の真下の導出経路
と前記ガラス板との間に介在し、前記導出経路を移動する右打ち遊技球の前記ガラス板へ
の衝突を阻止可能な舌片状の庇部を設け、
　前記庇部の上縁で、前記導出経路の前面に対向する面に、後方へ向けて傾斜する傾斜面
を形成し、
　前記庇部に、前記勢い減殺経路を通過する右打ち遊技球を目視可能とする複数の窓部を
設けたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記装飾部材は、自体に設けた舌片状の複数の取付耳部を前記遊技領域に締結すること
により前記遊技盤に固定され、前記複数の取付耳部のうち右部の取付耳部は、前記右打ち
経路の表面に締結され、
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　前記庇部は、前記右部の取付耳部に対向する位置にあることを特徴とする請求項１記載
の遊技機。
【請求項３】
　前記庇部は、前記装飾部材から前記外側ガイドレール及び下方に向けて所定量延設する
ことを特徴とする請求項１または２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、右打ちされた遊技球がガラス板に衝突してひび割れの原因となる小傷が付く
のを防止した遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機（パチンコ）においては、遊技盤の前面に外側ガイドレールによって包囲された
ほぼ円形の遊技領域を有し、遊技領域の前面は、ガラス板により覆われている。
　遊技状態が通常遊技状態においては、発射装置から発射された遊技球は、外側ガイドレ
ールと内側ガイドレールとの間に形成される発射通路を経て遊技領域の左領域に導出され
る。また、遊技状態が特定遊技状態になった場合には、発射ハンドルを最大強さに操作し
て、発射装置から発射される遊技球を右打ちとする。当該右打ちされた遊技球は、外側ガ
イドレールの上部に沿って右方向へ移動し、遊技領域の右上部に配置されたゴム等で形成
された緩衝部材に跳ね返ることにより勢いが減殺されて遊技領域の右下領域を流下する。
【０００３】
　ところで、右打ち遊技球は、緩衝部材に当たった際、勢いよく跳ね返って、ガラス板の
裏面に衝突する場合がある。この衝突が繰り返されると、経時的にガラス板にひび割れの
原因となる小傷が付く虞がある。
【０００４】
　例えば、特許文献１に記載の遊技機においては、ガラスユニットのガラスフレームに、
発射通路の前方を帯状に遮蔽する遮蔽部を設けることによって、発射通路で逆進する遊技
球と衝突した遊技球が跳ね返ってガラス板に直接衝突することを阻止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１２０８５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の遊技機においては、発射通路内で跳ね返った遊技球のガラ
ス板への衝突を阻止することができるものの、右打ちされて緩衝部材に当たって跳ね返っ
た右打ち遊技球のガラス板への衝突を阻止することはできない。
【０００７】
　本発明は、かかる課題に鑑みなされたものであり、右打ち経路で跳ね返った右打ち遊技
球がガラス板に衝突することを防止した遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は、前面に遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技
盤と、前記遊技領域のほぼ中央部に固定され、遊技に係る演出図柄を表示可能な表示画面
の周辺を装飾する装飾部材と、前記装飾部材に形成される内側ガイド面との間に、前記遊
技領域内に発射された右打ち遊技球を前記遊技領域の右領域に導く右打ち経路を形成する
外側ガイドレールと、前記右打ち経路に設けられる勢い減殺経路と、前記勢い減殺経路に
設けられ前記右打ち経路を移動する右打ち遊技球を受けることにより右打ち遊技球の勢い
を減殺する緩衝部材と、前記遊技領域を目視可能に前記遊技領域の前面を覆うガラス板と
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を備えた遊技機において、前記緩衝部材の下方近傍に、前記右打ち経路のうち前記勢い減
殺経路の真下の導出経路と前記ガラス板との間に介在し、前記導出経路を移動する右打ち
遊技球の前記ガラス板への衝突を阻止可能な舌片状の庇部を設け、前記庇部の上縁で、前
記導出経路の前面に対向する面に、後方へ向けて傾斜する傾斜面を形成し、前記庇部に、
前記勢い減殺経路を通過する右打ち遊技球を目視可能とする複数の窓部を設けたことを特
徴とする。
【０００９】
　第２の発明は、第１の発明において、前記装飾部材は、自体に設けた舌片状の複数の取
付耳部を前記遊技領域に締結することにより前記遊技盤に固定され、前記複数の取付耳部
のうち右部の取付耳部は、前記右打ち経路の表面に締結され、前記庇部は、前記右部の取
付耳部に対向する位置にあることを特徴とする。
【００１０】
　第３の発明は、第１または第２の発明において、前記庇部は、前記装飾部材から前記外
側ガイドレール及び下方に向けて所定量延設することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、緩衝部材の下方近傍に、右打ち経路とガラス板との間に介在する庇部
を設けたことによって、右打ち経路で跳ね返った右打ち遊技球がガラス板に衝突すること
を防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る遊技機の正面図である。
【図２】同じく遊技盤の正面図である。
【図３】同じく遊技盤の要部の拡大正面図である。
【図４】同じく遊技盤の要部の拡大斜視図である。
【図５】図３におけるＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】要部の拡大説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための一実施形態を添付図面を参照しながら詳述する。なお、
以下の実施形態は本出願の特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、実施形態
の中で説明される特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１４】
　なお、以下の説明において遊技機の各部の左右方向は、その遊技機の正面に対面する者
にとっての左右方向に合わせて説明する。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態の遊技機１は、遊技場の島設備に設置される矩形枠状の
機枠２と、当該機枠２の左枠部に図示略の蝶番により鉛直軸回りに開閉自在に取り付けら
れる本体枠３と、当該本体枠３の内側に装着される遊技盤４と、遊技盤４の裏側に配置さ
れ遊技に係る演出図柄を表示可能な表示画面５と、遊技盤４の前側にあって、機枠２の左
枠部に鉛直軸回りに開閉自在に取り付けられ、遊技盤４の前面に設けられる後述の遊技領
域４１を目視可能に遮蔽するガラス板６１を嵌め込んだガラス扉６と、遊技盤４の真下に
設けられ、遊技球を貯留するための受皿７と、遊技機１の内部に設けられ受皿７に貯留さ
れている遊技球を導入して遊技領域４１へ向けて発射するための図示略の発射装置と、受
皿７の右斜め下方に設けられ、遊技球を発射装置から遊技領域４１へ打ち出す際に操作さ
れる発射ハンドル８と、遊技状況に応じた効果音を出力するスピーカ９と、ガラス扉６の
前面に設けられ遊技の状況に応じて点灯、消灯及び点滅する照明演出を行う図示略の複数
のランプとを備える。
【００１６】
　表示画面５は、例えば液晶ディスプレイから構成され、遊技に係る情報である各種キャ
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ラクタや数字等で構成される演出図柄を変動、停止表示すると共に、そのときの遊技状態
に応じた動画を表示することによって遊技の盛り上げ演出を行う。
【００１７】
　図２に示すように、遊技盤４は、アクリル樹脂等の透明な合成樹脂板により正面視ほぼ
方形に形成されると共に、前面には、内側ガイドレール４２及び外側ガイドレール４３に
よって包囲されるほぼ円形の遊技領域４１が形成される。なお、内側ガイドレール４２は
、弓形をなして遊技盤４の前面左部に固定される。また、外側ガイドレール４３は、遊技
盤４の前面にあって、遊技領域４１外に固定される合成樹脂製の枠板４０の内側面によっ
てほぼ円形に形成される。
【００１８】
　遊技領域４１の左部には、発射装置から発射された遊技球を導入して遊技領域４１に導
出させるための発射通路４５が形成される。当該発射通路４５は、内側ガイドレール４２
と外側ガイドレール４３の左部との間に形成される。
【００１９】
　さらに遊技領域４１の上部及び右部には、発射通路４５から導出された右打ち遊技球Ｂ
を導入し遊技領域４１の右下領域に導くための湾曲した右打ち経路４６が形成される。右
打ち経路４６のほぼ中間点には、右打ち経路４６を移動する右打ち遊技球Ｂの勢いを減殺
するための勢い減殺経路４７が形成される。なお、右打ち経路４６における勢い減殺経路
４７よりも左側の経路、すなわち上流側の経路は、右打ち遊技球Ｂを導入するための右打
ち経路４６の導入経路４６１を形成し、また同じく勢い減殺経路４７よりも下側の経路、
すなわち下流側の経路は、右打ち遊技球Ｂを遊技領域４１の右下領域に導出させるための
右打ち経路４６の導出経路４６２を形成する。
【００２０】
　遊技領域４１には、そのほぼ中央部にあって、表示画面５の周辺を装飾するように遊技
領域４１に固定される正面視で枠状の合成樹脂製の装飾部材１０が固定される。装飾部材
１０の内側には、表示画面５に表示される演出図柄を遊技者が遊技機１の前方から目視可
能とするための遊技盤４の表示窓４４が形成される。なお、遊技盤４における表示窓４４
以外の領域には、遊技盤４の前側から遊技機１の内部構造が見えないように、遊技盤４の
後面に不透明の図示略の装飾板が固定されることによって模様、彩色等が施される。
【００２１】
　さらに、遊技領域４１には、発射通路４５から遊技領域４１に打ち込まれた遊技球Ｂの
流下方向を変化させる図示略の多数の釘及び風車１１と、表示窓４４の下方にあって、遊
技領域４１を流下する遊技球Ｂのうち装飾部材１０の左側部に設けたワープ孔１０１に進
入したワープ球（遊技球）を導入して左右及び前後方向へ転動可能とするステージ１２と
、当該ステージ１２の下方にあって、遊技領域４１を流下する遊技球Ｂ及びステージ１２
から落下したワープ球が入賞可能な始動入賞口１３と、遊技者にとって相対的に不利な第
１状態（遊技球が入賞不能な閉鎖状態）と遊技者にとって相対的に有利な第２状態（遊技
球が入賞可能な開放状態）とに変化可能な開閉板を有する大入賞装置１４と、遊技領域４
１の右領域にあって、右打ち通路４６を通過した右打ち遊技球Ｂが通過可能なスルーチャ
ッカ１５と、遊技領域４１を流下する遊技球Ｂが入賞可能な複数の一般入賞口１６と、遊
技領域４１の右領域にあって、遊技状態が特定遊技状態に移行した場合に開放し、右打ち
経路４６を通過した右打ち遊技球Ｂが入賞可能な特定入賞装置１７と、遊技領域４１に打
ち込まれた遊技球Ｂのうち始動入賞口１３、大入賞装置１４、一般入賞口１６及び特定入
賞装置１７に入賞しなかったアウト球を遊技盤４の裏面側に排出するアウト口１８等が設
けられる。
【００２２】
　前述の右打ち経路４６の導入経路４６１は、外側ガイドレール４３の上部と装飾部材１
０の上部外周面を形成する上部内側ガイド面４６１ａとの間に円弧状に形成される。右打
ち経路４６の導出経路４６２は、外側ガイドレール４３の右部と装飾部材１０の右部外周
面を形成する右部内側ガイド面４６２ａとの間に形成される。
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【００２３】
　勢い減殺経路４７の外側ガイド面を形成する外側ガイドレール４３の右上部には、右打
ち経路４６の導入経路４６１を通過する右打ち遊技球Ｂを受けるためのゴムにより形成さ
れる外側緩衝部材１９が配置される。勢い減殺経路４７の内側ガイド面を形成する装飾部
材１０の右上部にあって、外側緩衝部材１９に対向する位置には、外側緩衝部材１９の当
たり面１９ａに当たって跳ね返った右打ち遊技球Ｂを受けるための合成樹脂（例えば、Ｐ
ＯＭ（ポリアセタール樹脂））またはゴムにより形成される内側緩衝部材２０が配置され
る。
【００２４】
　図２に示すように、装飾部材１０は、自体の外周に外側へ張り出すように形成された薄
板舌片状の左部の取付耳部１０ａ、１０ｂ、上部の取付耳部１０ｃ、右部の取付耳部１０
ｄ及び右下部の取付耳部１０ｅ、１０ｆをそれぞれのねじ２２により遊技盤４の前面に締
結することによって遊技領域４１に固定される。なお、装飾部材１０の左下部及び下部は
、図示略のねじにより遊技領域４１に締結される。
【００２５】
　装飾部材１０の右外周に設けた右部の取付耳部１０ｄは、外側緩衝部材１９及び内側緩
衝部材２０の近傍（真下）にあって、右打ち経路４６の導出経路４６２における上端部の
表面（前方を向く面）にねじ２２により締結される。これにより、装飾部材１０を遊技領
域４１に強固に固定することが可能となる、すなわち、右打ちされた遊技球Ｂが外側緩衝
部材１９の当たり面１９ａに当たって跳ね返り、当該跳ね返った遊技球Ｂが内側緩衝部材
２０の当たり面２０ａに衝突する状態が幾度となく繰り返され、当該衝突の衝撃が装飾部
材１０に幾度となく作用しても、当該衝撃を右部の取付耳部１０ｄにより受けることがで
きため、装飾部材１０の変形やずれを確実に抑止することができる。
【００２６】
　装飾部材１０の右部外周（右部内側ガイド面４６２ａに対応する外周）には、右打ち経
路４６の導出経路４６２とガラス板６１の裏面との間に介在する薄肉舌片状の庇部２１が
設けられる。庇部２１は、外側緩衝部材１９及び内側緩衝部材２０の下方近傍にあって、
右部の取付耳部１０ｄの前面（表面）に対向し、かつ装飾部材１０の右部外周から外側ガ
イドレール４３及び下方へ向けて所定量延伸することにより、右打ち遊技球Ｂのガラス板
６１への衝突を阻止する。なお、図５に示すように、庇部２１の上縁２１ｂで、導出経路
４６２の前面に対向する面には、後方へ向けて傾斜する傾斜面が形成される。
【００２７】
　庇部２１には、右打ち経路４６の導出経路４６２を移動する右打ち遊技球Ｂを目視可能
とするための複数の小窓２１ａが設けられる。
【００２８】
　右打ち経路４６の導出経路４６２における右部内側ガイド面４６２ａの表面には、右打
ち経路４６の導出経路４６２を流下する右打ち遊技球Ｂの流下速度をさらに減殺するため
の前後方向を向く突条部４７ｂが右打ち遊技球Ｂの流下方向に沿って複数設けられている
。
【００２９】
　次に、遊技球Ｂの流れについて説明する。
　遊技状態が通常遊技状態の場合には、受皿７に貯留されている遊技球Ｂを遊技領域４１
の左領域に流下させるように、発射ハンドル８の回転操作により発射装置の発射力を調節
する。
【００３０】
　発射装置により発射された遊技球Ｂは、発射通路４５により上方へ導かれ、発射通路４
５の上端から遊技領域４１の左領域に導出される。
【００３１】
　遊技領域４１の左領域に導出された遊技球Ｂが装飾部材１０の左側を流下して始動入賞
口１３に入賞した場合には、これを契機に、遊技盤４の裏側に配置された図示略の制御装



(6) JP 6242587 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

置により実行される抽選の結果、所定の変動パターンに基づいて、表示画面５に表示され
る演出図柄が所定時間演出態様で表示演出を行った後、演出図柄が予め定めた特定の表示
態様で確定表示した場合には、遊技状態を特定遊技状態に移行させ、特定入賞装置１７を
開放状態に変化させる。
【００３２】
　遊技状態が特定遊技状態に移行した場合には、遊技球Ｂを右打ちとなるように、発射ハ
ンドル８を回転操作して発射装置の発射力が最大力となるように調整する。
【００３３】
　右打ちされた遊技球Ｂは、発射通路４５から右打ち経路４６の導入経路４６１に導入さ
れて導入経路４６１の右端に移動し、通常であれば外側緩衝部材１９の当たり面１９ａに
て跳ね返って内側緩衝部材２０の当たり面２０ａに衝突する。この場合、右打ち遊技球Ｂ
の勢いまたは各当たり面１９ａ、２０ａに対する当り角度によっては、前方すなわちガラ
ス板６１の裏面に向けて跳ね返る場合もある。しかし、本実施形態においては、外側緩衝
部材１９及び内側緩衝部材２０の下方近傍に、右打ち経路４７の導出経路４６２とガラス
板６１の裏面との間に介在する庇部２１を設けたことによって、ガラス板６１の裏面に向
けて跳ね返った右打ち遊技球Ｂは、ガラス板６１の裏面に衝突する以前に庇部２１の裏面
に当たることによって、庇部２１により右打ち遊技球Ｂがガラス板６１の裏面に直接当た
ることを阻止することができる。
【００３４】
　さらに、勢い減殺経路４７において外側緩衝部材１９、内側緩衝部材２０または庇部２
１に当たる等して勢いが減殺された右打ち遊技球Ｂは、右打ち経路４６の導出経路４６２
の上端にあり、かつ導出経路４６２の表面よりも僅かに隆起している装飾部材１０の右部
の取付耳部１０ｄの表面を乗り越えて導出経路４６２を流下する。このとき、図５に示す
ように、右打ち経路４６における導出経路４６２の表面ａと右部の取付耳部１０ｄの表面
ｂとの間に形成される段差によって、右部の取付耳部１０ｄを通過する遊技球Ｂは、前方
、すなわちガラス板６１の裏面に向けて飛び跳ねることとなるが、当該飛び跳ねた遊技球
Ｂ１においても、右部の取付耳部１０ｄに対向する位置にある庇部２１によって、ガラス
板６１の裏面への衝突を阻止することができる。
【００３５】
　なお、本実施形態においては、図６（ａ）に詳細に示すように、右部の取付耳部１０ｄ
の上縁には、前方へ向けて下り傾斜となる傾斜面ｃが形成される。これにより、図６（ｂ
）に示すように取付耳部１０ｄの上縁に傾斜面ｃを形成しない場合とを比較して、導出経
路４６２を流下する遊技球Ｂが衝突する段差を小さくすることができ、遊技球Ｂの飛び跳
ねを減少させて円滑な流下を可能にする。
　すなわち、図６（ｂ）に示すように、傾斜面ｃを形成しない場合には、導出経路４６２
の表面ａと右部の取付耳部１０ｄの表面ｂとの間には大きい段差Ｄ１が形成される。この
結果、段差Ｄ１に衝突した遊技球Ｂは、矢印で示す方向へ前方へ大きく飛び跳ねて庇部２
１に対して鈍角の方向から勢いよく衝突し、庇部２１に対して大きな衝撃を与える。これ
に対し、図６（ａ）に示すように、傾斜面ｃを形成した場合には、導出経路４６２の表面
ａと右部の取付耳部１０ｄの表面ｂとの間に極小の段差Ｄ２が形成される。これにより、
段差Ｄ２に衝突した遊技球Ｂは、矢印で示す方向へ飛び跳ねるものの飛び跳ねが減少して
庇部２１に対して鋭角の方向から衝突する。この結果、遊技球が庇部２１に対して衝突し
た際の衝撃を減少させ、遊技球Ｂの円滑な流下を可能にすることができる。
【００３６】
　さらに、庇部２１を通過し右打ち経路４６の導出経路４６２を流下する右打ち遊技球Ｂ
は、右部内側ガイド面４６２ａに形成された複数の突条部４７ｂを乗り越えながら流下す
るため、右打ち遊技球Ｂの流下速度がさらに減殺されて遊技領域４１の右下領域に導かれ
る。
【００３７】
　遊技領域４１の右下領域に導出された右打ち遊技球Ｂは、遊技領域４１の下部中央に向
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けて流下してスルーチャッカ１５を通過したり、開放状態にある特定入賞装置１７に入賞
したりする。
【００３８】
　以上により、本実施形態においては、外側緩衝部材１９及び内側緩衝部材２０の下方近
傍で、かつ装飾部材１０の右部の取付耳部１０ｄに対向する位置に、右打ち経路４６とガ
ラス板６１の裏面との間に介在する庇部２１を設けたことによって、右打ち経路４６を移
動し外側緩衝部材１９または内側緩衝部材２０にて跳ね返った右打ち遊技球Ｂ及び装飾部
材１０を遊技領域４１に固定するための右部の取付耳部１０ｄにて飛び跳ねた遊技球Ｂ１
のガラス板６１の裏面への衝突を阻止することが可能となる。
【００３９】
　さらに、庇部２１を装飾部材１０に設けたことによって、部品数の増加を抑え、遊技機
１の組立て工数、コストの低減を図ることが可能となる。
【００４０】
　さらに、装飾部材１０に設けた複数の取付耳部のうち、右部の取付耳部１０ｄを右打ち
経路４６における内側緩衝部材２０の下方近傍に締結したことによって、装飾部材１０を
遊技領域４１に強固に固定することが可能となる。
【符号の説明】
【００４１】
１　遊技機
２　機枠
３　本体枠
４　遊技盤
５　表示画面
６　ガラス扉
７　受皿
８　発射ハンドル
９　スピーカ
１０　装飾部材
１０ａ～１０ｆ　取付耳部
１１　風車
１２　ステージ
１３　始動入賞口
１４　大入賞装置
１５　スルーチャッカ
１６　一般入賞口
１７　特定入賞装置
１８　アウト口
１９　外側緩衝部材
１９ａ　当たり面
２０　内側緩衝部材
２０ａ　当たり面
２１　庇部
２１ａ　小窓
２１ｂ　上縁
２２　ねじ
４０　枠板
４１　遊技領域
４２　内側ガイドレール
４３　外側ガイドレール
４４　表示窓
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４５　発射通路
４６　右打ち経路
４７　勢い減殺経路
４７ａ　導出内側ガイド面
４７ｂ　突条部
６１　ガラス板
１０１　ワープ孔
４６１　導入経路
４６１ａ　上部内側ガイド面
４６２　導出経路
４６２ａ　右部内側ガイド面

【図１】 【図２】
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